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議案第９号 

奈良県広域水道企業団への水道事業の統合に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について 

奈良県広域水道企業団への水道事業の統合に伴う関係条例の整理に関する条

例を次のように制定しようとする。 

令和７年３月４日提出 

天理市長 並 河  健  

奈良県広域水道企業団への水道事業の統合に伴う関係条例の整理に

関する条例 

（天理市情報公開条例の一部改正） 

第１条 天理市情報公開条例（平成９年12月天理市条例第31号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第１号中「（上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む｡)」を

削る。 

（天理市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第２条 天理市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年３月天理市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「（上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む｡)」を

削る。 

（天理市政治倫理条例の一部改正） 

第３条 天理市政治倫理条例（平成23年３月天理市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

  第５条第１項中「並びに地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第７条

の２」を削る。 

（天理市行政手続条例の一部改正） 

第４条 天理市行政手続条例（平成８年12月天理市条例第15号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第１号中「、市の」を「及び市の」に改め、「及び市の企業管理規

程」を削る。 
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（天理市職員定数条例の一部改正） 

第５条 天理市職員定数条例（昭和31年４月天理市条例第10号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「、公営企業」を削る。 

  第２条第１号中「4 4 5人」を「5 0 1人」に改め、同条中第２号を削り、第

３号を第２号とし、第４号から第９号までを１号ずつ繰り上げる。 

（天理市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第６条 天理市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成23年９月天理

市条例第14号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「並びに地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第38条第４

項」を削る。 

  第８条第１項を次のように改める。 

 天理市一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理市条例第４

号。以下「給与条例」という｡)第３条から第６条の２まで、第９条、第10

条、第10条の３、第13条から第15条まで、第18条及び第21条の規定は、特

定任期付職員には適用しない。 

第８条第３項を削る。 

（職員の分限に関する条例の一部改正） 

第７条 職員の分限に関する条例（平成２年３月天理市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第５項中「地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第15条第１項に

規定する企業職員及び」を削る。 

（天理市の職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第８条 天理市の職員の定年等に関する条例（昭和58年12月天理市条例第14

号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「及び天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与等の種類及び

基準に関する条例（昭和41年12月天理市条例第35号）第４条に規定する管理

職手当の支給を受ける職員の職」を削る。 

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一
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部改正） 

第９条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（平成９年３月天理市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「企業職員（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和27年法律第2 8 9号）第３条第４号の職員をいう。以下同じ｡)である派遣職

員及び」及び「であって、企業職員以外のもの」を削る。 

  第８条（見出しを含む｡)中「企業職員又は」を削る。 

（公益的法人等への天理市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第10条 公益的法人等への天理市職員の派遣等に関する条例（令和６年３月天

理市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第2 8 9

号）第３条第４号に規定する地方公営企業に勤務する職員（以下「企業職

員」という｡)及び」及び「であって、企業職員以外のもの」を削る。 

  第５条中「企業職員及び」を削る。 

  第８条（見出しを含む｡)中「企業職員又は」を削る。 

（天理市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る条例の一部改正） 

第11条 天理市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例（昭和36年１月天理市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  別表第50号中「上下水道事業経営審議会」を「下水道事業経営審議会」に

改める。 

（天理市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第12条 天理市一般職の職員の給与に関する条例（昭和44年３月天理市条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「地方公営企業に勤務する者を除く。」を削る。 

（天理市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第13条 天理市一般職の職員の退職手当に関する条例（昭和38年３月天理市条

例第12号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27年法律第
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2 8 9号）第３条第４号の職員を除く｡)」を削る。 

（天理市債権管理条例の一部改正） 

第14条 天理市債権管理条例（平成27年９月天理市条例第31号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第６号中「及び地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第７条に

規定する管理者」を削る。 

  第３条中「及び地方公営企業法第10条に規定する企業管理規程」を削る。 

（天理市水洗便所改造資金貸付基金条例の一部改正） 

第15条 天理市水洗便所改造資金貸付基金条例（昭和49年３月天理市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条各号列記以外の部分中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長

（以下「管理者」という｡)」を「市長」に改め、同条第３号中「管理者」を

「市長」に改める。 

  第８条から第10条までの規定中「管理者」を「市長」に改める。 

（天理市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第16条 天理市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和41年12月

天理市条例第34号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

    天理市下水道事業の設置等に関する条例 

  第１条を次のように改める。 

（下水道事業の設置） 

第１条 下水を排除し、処理することにより、市民の環境衛生の向上及び都

市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質保全を図るため下水道

事業を設置する。 

  第２条の見出しを「（法の財務規定等の適用）」に改め、同条中「法の規

定の全部」を「法第２条第２項に規定する財務規定等」に改める。 

  第３条第１項中「水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」とい

う｡)」を「下水道事業」に改め、同条第２項を削り、同条第３項を同条第２

項とする。 
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  第４条を削る。 

  第５条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改め、同条を第４条とする。 

  第６条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改め、同条を第５条とする。 

  第７条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改め、同条を第６条とする。 

  第８条の見出し中「提出」を「作成」に改め、同条第１項中「管理者」を

「市長」に、「上下水道事業」を「下水道事業」に、「市長に提出」を「作

成」に改め、同条第２項第３号中「上下水道事業」を「下水道事業」に、

「管理者」を「市長」に改め、同条第３項中「提出」を「作成」に、「管理

者」を「市長」に改め、同条を第７条とする。 

  第９条中「管理者」を「市長」に改め、同条を第８条とする。 

（天理市上下水道事業経営審議会条例の一部改正） 

第17条 天理市上下水道事業経営審議会条例（平成23年３月天理市条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

    天理市下水道事業経営審議会条例 

  第１条中「水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という｡)」を

「下水道事業」に、「天理市上下水道事業経営審議会」を「天理市下水道事

業経営審議会」に改める。 

  第２条中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」とい

う｡)」を「市長」に、「上下水道事業に」を「下水道事業に」に、「上下水

道事業の経営」を「下水道事業の経営」に、「管理者に」を「市長に」に改

める。 

  第３条第２項中「管理者」を「市長」に改める。 

  第６条中「上下水道局総務経営課」を「建設部下水道課」に改める。 

（天理市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改

正） 

第18条 天理市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例（平成

28年３月天理市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 
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    天理市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

  第１条中「水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という｡)」を

「下水道事業」に、「上下水道事業の」を「下水道事業の」に改める。 

第２条第１項中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」 

という｡)」を「市長」に改める。 

  第４条第２項及び第５条中「管理者」を「市長」に改める。 

（天理市水道水源保護条例の一部改正） 

第19条 天理市水道水源保護条例（平成14年６月天理市条例第22号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第２号中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」 

という｡)」を「市長」に改め、同条第３号及び第４号中「管理者」を「市長」 

に改める。 

  第３条第２項を削る。 

  第５条第１項、第３項及び第６項、第７条、第８条第１項から第４項まで

の規定、第９条第２項、第10条第２項、第12条、第13条第１項並びに第14条

から第18条までの規定中「管理者」を「市長」に改める。 

（天理市下水道条例の一部改正） 

第20条 天理市下水道条例（昭和48年12月天理市条例第36号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第13号中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」 

という｡)」を「市長」に改める。 

  第３条並びに第４条第３号及び第４号中「管理者」を「市長」に改める。 

  第５条中「管理規程」を「規則」に、「管理者」を「市長」に改める。 

  第６条第１項及び第２項中「管理者」を「市長」に改め、同条第３項中

「管理規程」を「規則」に改める。 

  第７条中「管理者」を「市長」に改める。 

  第７条の２第３号、第５号及び第６号中「管理規程」を「規則」に改める。 

  第８条第１項中「管理規程」を「規則」に、「管理者」を「市長」に改め

る。 
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  第９条の３中「管理規程」を「規則」に改める。 

  第10条の２及び第12条中「管理者」を「市長」に改める。 

第14条第１項中「管理者」を「市長」に改め、同条第２項を次のように改

める。 

 ２ 前項に規定する検針が隔月の場合は、当該検針により算出した使用水量

を当該検針日の属する月分及び前月分として使用料を算定する。この場合

において、使用水量は毎月均等とみなし、１立方メートル未満の端数があ

る場合は、当該検針日の属する月の前月分の使用水量に加算する。 

  第14条第４項中「前３項」を「前４項」に、「管理者」を「市長」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項第１号中「管理者」を「市長」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 第１項に規定する検針が毎月の場合は、当該検針により算出した使用水

量により使用料を算定する。 

  第15条第２号及び第３号中「管理者」を「市長」に改める。 

  第15条の２中「管理規程」を「規則」に、「管理者」を「市長」に改める。 

  第16条、第17条第１項、第17条の２第１項、第18条及び第20条中「管理

者」を「市長」に改める。 

 第22条第１項中「管理者」を「市長」に改め、同条第３項中「、「市長」   

とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と」を削る。 

第23条から第26条までの規定及び第30条中「管理者」を「市長」に改める。 

（天理市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第21条 天理市農業集落排水処理施設条例（平成９年３月天理市条例第16号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第５号中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理

者」という｡)」を「市長」に改める。 

第４条及び第５条中「管理者」を「市長」に改める。 

第６条中「管理規程」を「規則」に、「管理者」を「市長」に改める。 

 第７条及び第８条中「管理者」を「市長」に改める。 

 第９条中「管理規程」を「規則」に、「管理者」を「市長」に改める。 
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  第12条第１項及び第13条中「管理者」を「市長」に改める。 

第15条第１項中「管理者」を「市長」に改め、同条第２項を次のように改

める。 

 ２ 前項に規定する検針が隔月の場合は、当該検針により算出した使用水量

を当該検針日の属する月分及び前月分として使用料を算定する。この場合

において、使用水量は毎月均等とみなし、１立方メートル未満の端数があ

る場合は、当該検針日の属する月の前月分の使用水量に加算する。 

第15条第４項中「前３項」を「前４項」に、「管理者」を「市長」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項第１号中「管理者」を「市長」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 第１項に規定する検針が毎月の場合は、当該検針により算出した使用水

量により使用料を算定する。 

第16条第１項第２号及び第２項中「管理者」を「市長」に改める。 

 第16条の２中「管理規程」を「規則」に、「管理者」を「市長」に改める。 

  第17条及び第18条中「管理者」を「市長」に改める。 

  第19条第１項中「管理者」を「市長」に改め、同条第３項中「、「市長」

とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と」を削る。 

  第20条から第23条までの規定及び第27条中「管理者」を「市長」に改める。 

（天理都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第22条 天理都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和45年３月天理

市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理

者」という｡)」を「市長」に改める。 

第３条、第６条、第７条並びに第８条第１項及び第３項、第９条、第10条

第２項並びに第11条から第16条までの規定中「管理者」を「市長」に改める。 

（天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与等の種類及び基準に関する条

例等の廃止） 

第23条 次に掲げる条例は、廃止する。 

 (１) 天理市上下水道局に勤務する企業職員の給与等の種類及び基準に関す
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る条例（昭和41年12月天理市条例第35号） 

 (２) 天理市水道事業給水条例（平成９年12月天理市条例第37号） 

 (３) 天理市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例（平成25年３月天理市条例第18号） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（天理市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

２ 地方公営企業法（昭和27年法律第2 9 2号）第40条の２第１項の規定により

作成する令和６年10月１日から令和７年３月31日までの水道事業の業務の状

況を説明する書類については、第16条の規定による改正前の天理市水道事業

及び下水道事業の設置等に関する条例第８条の規定は、なおその効力を有す

る。この場合において、同条の見出し中「提出」とあるのは「作成」と、同

条第１項中「管理者」とあるのは「市長」と、「上下水道事業」とあるのは

「水道事業」と、「市長に提出」とあるのは「作成」と、同条第２項各号列

記以外の部分中「するとともに、11月30日までに作成する書類においては前

事業年度の決算の状況を、５月31日までに作成する書類においては同日の属

する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなけれ

ばならない。」とあるのは「するものとする。」と、同項第３号中「上下水

道事業」とあるのは「水道事業」と、「管理者」とあるのは「市長」と、同

条第３項中「提出」とあるのは「作成」と、「管理者」とあるのは「市長」

とする。 

（天理市水道水源保護条例等の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)前に、第19条の規定による

改正前の天理市水道水源保護条例、第20条の規定による改正前の天理市下水

道条例、第21条の規定による改正前の天理市農業集落排水処理施設条例及び

第22条の規定による改正前の天理都市計画下水道事業受益者負担に関する条

例の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」と
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いう｡)に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対

して管理者からなされた処分その他の行為は、それぞれ、施行日以後の第19

条の規定による改正後の天理市水道水源保護条例、第20条の規定による改正

後の天理市下水道条例、第21条の規定による改正後の天理市農業集落排水処

理施設条例及び第22条の規定による改正後の天理都市計画下水道事業受益者

負担に関する条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続及

び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為とみな

す。 

（天理市水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置） 

４ 施行日前の水道の使用に係る料金の算定等及び施行日前の水道施設分担金

の額等については、第23条第２号の規定による廃止前の天理市水道事業給水

条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 

 

 


